
入札金額内訳書の提出に関する Q&A 

Ｑ１ 今回の改正で、記載することとなった「材料費・労務費及び当該公共工

事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として

国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」は

具体的にどのようなものか。 

Ａ１ 今回の改正で入札金額内訳書に記載する必要が生じたものは以下のとお

りです。（別紙「入札金額内訳書参考様式」の赤字部分） 

①材料費 

②労務費 

③法定福利費 

④安全衛生経費 

⑤建設業退職金共済契約に係る掛金 

Ｑ２ 法定福利費は、具体的にどのような経費のことか。 

Ａ２ 現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料

含む）及び厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担

額のことです。 

 詳細は、国土交通省ウェブサイトの「労務費ダンピングを防止するための公

共発注者向けガイドライン」ｐ１２を参照してください。 

Ｑ３ 安全衛生経費は、具体的にどのような経費のことか。 

Ａ３ 労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費のことで

す。関連する費目は多岐にわたっており、また、積算上の費目としては、直接

工事費、共通仮設費及び現場管理費にまたがっています。このため、詳細な内

訳の作成が困難と考えられることから、工事原価の内数として記載することと

なっています。 

 詳細は、国土交通省ウェブサイトの「労務費ダンピングを防止するための公

共発注者向けガイドライン」ｐ１４を参照してください。 

Ｑ４ 入札金額内訳書に、「①材料費」「②労務費」「③法定福利費」「④安全衛

生経費」「⑤建設業退職金共済契約に係る掛金」の記載がないと、入札は無効

となるのか。 

Ａ４ 当該項目の記載がない入札金額内訳書を提出した入札は無効となりま

す。なお、入札時にそれぞれの項目における金額の妥当性を精査するものでは

ありません。 

Ｑ５ 入札金額内訳書の様式は、従前どおり任意様式でよいか。 

Ａ５ 記載すべき事項が全て記載されている入札金額内訳書であれば、任意様

式で問題ありません。 

 

 

 

 

 

 

 


